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２０２５年６月６日 

日本原子力発電株式会社 
 

東海第二発電所 原子炉建屋地下 1階 溶接用ケーブル（接地線）からの発火について 
 
１．状況 

東海第二発電所は第２５回定期事業者検査中のところ，２０２５年５月３０日９時

５２分頃，東海第二発電所 原子炉建屋地下 1階（以下，「当該エリア」という）におい

て，ケーブルトレイ※１のサポート部溶接（以下，「当該溶接作業」という）を行うため

の溶接用ケーブル（接地線）（以下，「当該接地線」※２という）のうち，溶接機本体の接

地線と延長用ケーブルを接続するコネクタ部（以下，「当該コネクタ」という）※３から

発火していることを，近くで別の作業を行っていた協力会社社員が発見し初期消火を行

い消火した旨，付近で機器の復旧操作をしていた当社運転員から中央制御室へ連絡があ

った。連絡を受けた発電長は９時５６分に公設消防へ通報（覚知時刻９時５６分）した。

また，自衛消防隊は１０時１３分に出動した。 

公設消防は，１０時１０分に発電所に到着（消防車２台，指揮車１台（共にサイレン・

赤色灯有））した。その後，１１時２３分に現場確認を実施した公設消防により鎮火※４

が確認された。また，１２時５５分に本事象は火災であると判断※５された。なお，公設

消防より火災が発生した時刻は９時４５分頃※６と判断された。 
※１：安全性向上対策工事に関わる代替循環冷却系電動弁等ケーブルを設置するトレイ。 
※２：当該接地線は溶接機に接続する接地線（溶接機本体側ケーブル）と接地マグネットに接続する接地

線（接地マグネットケーブル）及びこれら２本の接地線を接続する延長用ケーブルから構成されて
いる。 

※３：当該接地線のコネクタ部は当該コネクタ部の他に延長用ケーブルと接地マグネットケーブルを接続
するコネクタ部（以下，「接地マグネット側コネクタ」という）がある。 

※４：発火場所と周辺の温度差がないこと，燃焼が確認できないこと。 
※５：燃焼物があること，初期消火を実施したこと。 
※６：燃焼物の状態から，公設消防が判断した火災発生時刻。 

［添付資料－１，２，３］ 

 

２．原因 

 ２－１．原因調査 

現在，原因について公設消防と合同で調査を行っているが，現時点で判明した事実

は以下のとおり。 

（１） 当該接地線から発火を確認した経緯  
関係者への聞き取りにより確認した結果は以下のとおり。 

当該エリアの作業は，２０２５年５月９日より作業を開始し，日々作業前の使

用前点検を実施していた。 

２０２５年５月３０日においても作業開始前に溶接機（当該接地線含む）使用

前点検を実施した。その際に，当該接地線コネクタ部の接続確認※７を行っている

こと及び８時４５分頃から当該溶接作業を開始していることを確認した。 

その後，溶接作業を実施中に近くで別の作業を行っていた協力会社社員が，当

該接地線より発火を確認したため，直ちに簡易消火器と水噴霧器により初期消火

を実施した。 
※７：溶接用ケーブル及び接地線のコネクタ部については，日々の作業終了時に取り外し，作業

開始前に接続している。 

[添付資料－４] 

 

（２）作業体制と発災エリアとの位置関係 

関係者への聞き取りにより確認した結果は以下のとおり。 

当該溶接作業は，協力会社の作業班長（溶接作業者）１名，作業員（溶接付帯

作業者）３名，火気監視人１名の計５名の体制で８時４５分頃から当該溶接作業

場所において開始した。なお，当該溶接作業場所は，発火場所から約２０ｍ離れ

別紙
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た場所であり，溶接機及び当該コネクタがある場所は火気養生エリアではなかっ

た。 

[添付資料－５] 

 

（３）当該溶接作業に関わる関連機器等の点検結果 

発火が確認された当該コネクタを中心に当該溶接作業に関わる関連機器や発

火箇所周囲の状況を公設消防と合同で確認した結果は以下のとおりであり，発火

箇所が当該コネクタであると特定した。 

１）電源盤 

溶接機に電源を供給する電源盤について外観点検を実施し，破損，変形等の

異常が無いことを確認した。また，溶接機に電源を供給する漏電しゃ断器を確

認したところ，漏電しゃ断器が動作していないことを確認した。 

２）溶接機 

溶接機※８について外観点検を実施し，溶接機本体に破損，変形等の異常がな

いことを確認した。また，事象発生当日の８時４５分頃から溶接機を使用して

ケーブルトレイサポートの溶接作業を開始しており，問題なく溶接作業ができ

ていたことを確認した。 

※８：２０２３年製であり，２０２３年１０月より使用開始したものである。 

３）当該接地線 

①当該コネクタ 

発火が確認された当該コネクタについて外観点検を実施した結果，当該コ

ネクタの溶接機側（ソケット側）（以下，「当該コネクタ（ソケット側）」とい

う）及び延長用ケーブル側（プラグ側）（以下，「当該コネクタ（プラグ側）

という」）共に著しく焼損していることを確認した。 

②溶接機本体側ケーブル 

当該接地線のうち，溶接機本体ケーブルについて外観点検を実施した結果，

ケーブル被覆の焼損や損傷等の異常が無いことを確認した。 

③延長用ケーブル 

当該接地線のうち，延長用ケーブルの外観点検を実施した結果，当該コネ

クタ近傍のケーブル被覆が焼損していることを確認した。焼損は当該コネク

タカバーから約１０ｃｍの範囲で発生しており，当該コネクタカバーで保護

されている部分に焼損が見られないことから，外部からの熱により焼損した

ものであることを確認した。その他の箇所については，ケーブル被覆の焼損

や損傷等異常が無いことを確認した。 

④接地マグネット側コネクタ 

接地マグネット側コネクタの外観点検を実施した結果，コネクタの焼損や

損傷等異常が無いことを確認した。 

⑤接地マグネット及びケーブル 

当該接地線のうち，接地マグネット及びケーブルの外観点検を実施した結

果，接地マグネット及びケーブル被覆の焼損や損傷等異常が無いことを確認

した。 

４）当該溶接用ケーブル 

①溶接機本体側ケーブル 

当該溶接用ケーブルのうち，溶接機本体側ケーブル（アルゴンガスホース，

溶接機信号線含む）の外観点検を実施した結果，ケーブル被覆の焼損や損傷

等異常が無いことを確認した。 

②溶接機本体側コネクタ 

当該溶接用ケーブルのうち，溶接機本体側ケーブルと延長用ケーブルのコ

ネクタの外観点検を実施した結果，焼損や損傷等異常が無いことを確認した。 

③延長用ケーブル 

当該溶接用ケーブルのうち，延長用ケーブルの外観点検を実施した結果，
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溶接機側コネクタ近傍のケーブル被覆が焼損していることを確認した。焼損

はコネクタカバーから約１０ｃｍの範囲で発生しており，カバーで保護され

ている部分に焼損が見られないことから，外部からの熱により焼損したもの

であることを確認した。その他の箇所については，ケーブル被覆の焼損や損

傷等異常が無いことを確認した。 

④溶接用トーチ側コネクタ 

延長用ケーブルと溶接用トーチのコネクタの外観点検を実施した結果，焼

損や損傷等異常が無いことを確認した。 

⑤溶接用トーチ及び溶接用ケーブル 

溶接用トーチ及び溶接用ケーブル（アルゴンガスホース，溶接機信号線含

む）について外観点検を実施した結果，溶接用トーチの破損，ケーブル被覆

の焼損や損傷等異常が無いことを確認した。 

   ５）別作業用ケーブル 

      当該コネクタ近傍には別の作業場所で溶接を実施する際に当該溶接作業に

使用していた溶接機に接続する別作業用のケーブル（事象発生当時は未使用）

が仮置きされていた。このケーブルの外観点検を実施した結果，当該コネクタ

近傍部については外部からの熱による影響と思われるケーブル被覆の焼損が

あることを確認した。 

   ６）その他 

      当該コネクタ近傍部に黄色のビニル状の破片らしきものを確認した。聞き取

りの結果，これらは各ケーブルに取り付けられた塩化ビニル製の行き先表示が

熱等により焼損，溶け落ちたものであることを確認した。 

[添付資料－３，６] 

 

（４）当該コネクタ発火の原因調査 

上記「（３）当該溶接作業に関わる関連機器等の点検結果」に記載のとおり，今

回の発火事象は当該コネクタから発生したと考えられることから，その要因につ

いて，以下を抽出し，これらの調査を実施した。 

１）当該コネクタの物的要因 

①当該コネクタの接続不足 

当該コネクタは，当該コネクタ（プラグ側）を当該コネクタ（ソケット側）

に差し込み，更にねじ込んで締め付ける構造であるが，差し込み不足・締め

付け不足等により接続不足があると，接触抵抗の増加により発熱・発火に至

る可能性が否定できない。このため，当該コネクタの目視確認をしたところ，

当該コネクタ（プラグ側）は，差し込み部全体が黒色に変色しており，特に

先端部（プラグ側ネジ部：約２ｃｍ）は熱により変形・溶融していることを

確認した。また，当該コネクタ（ソケット側）は，先端部（約２ｃｍ）のみ

が変色しており，一部欠損箇所があることを確認した。更に当該コネクタ（ソ

ケット側）の内部状況を確認するため，半割に切断し確認したところ，正規

の位置までねじ込んだ場合に当該コネクタ（プラグ側）先端部（プラグ側ネ

ジ部）に接触するソケット側ネジ部に変形・溶融等の異常が認められなかっ

た。以上より当該コネクタの接続不足により接触抵抗が増加し，発熱・発火

に至った可能性が高い。 

     ②絶縁不良 

当該コネクタの被覆部に絶縁不良がある場合，地絡が発生し発火に至る可

能性がある。このため，発火箇所の床面に設置されているブリキ板養生部を

確認したところ，地絡による変色痕，溶融痕は確認されなかったことから，

当該コネクタの絶縁不良が要因となる可能性は考え難い。 

     ③経年劣化 

当該コネクタの経年劣化により，当該コネクタ被覆部が劣化し絶縁性能の
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低下による地絡，または当該コネクタ接触部の接触抵抗の増加による発熱に

より発火に至る可能性が否定できない。このため，当該コネクタの点検状況

及び使用状況を確認したところ，２０２５年４月２４日にコネクタの点検を

実施していること，また当該コネクタ（プラグ側）を新品に交換し使用して

いることを確認したことから，当該コネクタの経年劣化が要因となる可能性

は考え難い。 

     ④製造不良 

当該コネクタの製造不良がある場合，使用時に異常をきたし発火に至る可

能性が否定できない。このため，当該コネクタ（プラグ側）の使用履歴を確

認したところ，２０２５年４月２４日に交換して以降，使用を開始した  

２０２５年５月９日から事象発生当日までの間に，当該ケーブルを使用して

の溶接作業を１０日実施しており，異常無く作業が実施できていることを確

認したことから，当該コネクタの製造不良が要因となる可能性は考え難い。 

     ⑤仕様選定不備 

溶接機の使用電流に対して，当該コネクタの許容電流が不足している等仕

様選定に不備がある場合，異常発熱等により使用時に異常をきたし発火に至

る可能性が否定できない。このため，当該コネクタの許容電流を確認した結

果３００Ａであり，使用していた溶接機の最大電流３００Ａ（事象発生時は

１７０Ａに設定して使用）を満足していることを確認したことから，当該コ

ネクタの仕様選定不備が要因となる可能性は考え難い。 

   ２）当該コネクタの外的要因 

     ①湿分の混入 

当該コネクタに湿分が混入した場合，絶縁不良による地絡が発生し，発火

に至る可能性が否定できない。このため，周辺環境を確認した結果，湿度の

高い環境下ではないこと，また発火箇所の床面に設置されているブリキ板養

生部を確認したところ，地絡による変色痕，溶融痕は確認されなかったこと

から，当該コネクタへの湿分混入が要因となる可能性は考え難い。 

     ②塵埃等異物の混入 

当該コネクタに異物等が混入した場合，絶縁性能の低下による地絡，また

は当該コネクタ接触部の接触抵抗の増加による発熱により発火に至る可能

性が否定できない。このため，周辺環境を確認した結果，火災による焼損跡

以外に有意な塵埃等の蓄積は確認されなかったことから，当該コネクタへの

塵埃等異物の混入が要因となる可能性は考え難い。 

     ③過電圧 

溶接機本体への供給電圧が高い場合，当該溶接機が異常動作によりコネク

タ部が発熱し，発火に至る可能性が否定できない。このため，溶接機への供

給電圧を確認したところ，定格電圧に対して基準値内であることを確認した。

また，溶接機本体の過電圧検出器が動作（過電圧を検知した場合赤ランプ点

灯）した場合溶接機が停止するが，事象発生まで問題なく溶接作業ができて

いたことを確認した。さらに，火災が発生した２０２５年５月３０日時点に

おいても中央制御室内の監視にて発電所内での異常な電圧変動は確認され

ていないことから，当該コネクタへの過電圧が要因となる可能性は考え難い。 

     ④過電流 

溶接機本体回路の故障により，当該コネクタの許容電流以上の電流が流れ

た場合，異常発熱等により発火に至る可能性が否定できない。このため，溶

接機の機能確認を実施したところ，ダイヤル設定電流と同等な電流が出力さ

れ異常がないこと及び溶接機本体の過電流保護用のＮＦＢ（ノーヒューズブ

レーカー）が動作していないことを確認したことから，当該コネクタへの過

電流が要因となる可能性は考え難い。 
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以上より，発火の原因は，当該コネクタに接続不足が生じ，接触抵抗が増加し

たことにより当該コネクタが発熱し発火に至った可能性が高いと考える。 

［添付資料－７］ 

 

 （５）当該コネクタの接続不足が発生した原因調査 

上記「（４）当該コネクタ発火の原因調査」に記載のとおり，今回の発火事象は

当該コネクタ接続不足によるものと考えられることから，接続不足が発生した原

因について調査した。 

   １）聞き取り調査 

      当該溶接作業においては，当該コネクタを含め溶接用の各種ケーブルのコネ

クタは日々の作業終了時に取り外し，作業開始前に都度，接続していたことか

ら事象発生当日の作業開始前に当該コネクタの接続確認を行った協力会社社

員（作業班長：溶接作業者）に聞き取りを実施したところ，当該コネクタ（プ

ラグ側）を当該コネクタ（ソケット側）に差し込み，更にしっかりねじ込んだ

との証言を得た。 

   ２）再現確認 

      当該コネクタはコネクタ導通部（金属製）とケーブルが接続され，導通部を

ゴム製の保護カバーで覆う構造となっている。このため，聞き取り調査同様に

コネクタ（プラグ側）をコネクタ（ソケット側）に差し込み，ねじ込み操作を

した場合に接続不足が発生するか，同様構造の類似コネクタを用いて再現確認

を実施した。 

      その結果，コネクタ（プラグ側）をコネクタ（ソケット側）に差し込んだ後，

ゴム製の保護カバーを軽く握ってねじ込んだ場合，保護カバーのみが空回りし

コネクタ導通部は回転しない場合があることが分かった。このため，当該コネ

クタの接続確認を行った協力会社社員は，保護カバーが空回りしたことで当該

コネクタのプラグ側ネジ部がソケット側ネジ部に接触しない接続不足の状態

のまま，当該コネクタがしっかりねじ込まれたと誤認した可能性がある。 

なお，ゴム製の保護カバーを強く握ってねじ込んだ場合，コネクタ導通部も

一緒に回転し空回りが発生しないことを確認した。 

［添付資料－８］ 

 

２－２．事象発生のメカニズム 

「２－１．原因調査」の結果より，当該コネクタが発火したメカニズムは以下のと

おりと推定する。 

【① 当該コネクタ接続不足の発生】 
事象発生当日の作業開始前の当該コネクタ接続時，当該コネクタ（プラグ側）を

当該コネクタ（ソケット側）に差し込みねじ込む際に，ゴム製の保護カバーのみが

空回りして当該コネクタのプラグ側ネジ部がソケット側ネジ部に接触しない接続

不足の状態が発生した。 

↓ 

【② 溶接作業に伴う当該コネクタ内部での発熱発生】 
当該コネクタに接続不足が生じたまま，溶接作業を実施したことで，接触抵抗が

増大した状態での通電となり，当該コネクタ内部が発熱した。 

↓ 

【③ 当該コネクタ内部の発熱によるコネクタ内部の溶融・変形の発生】 
上記②により当該コネクタ内部での発熱状態が継続することによりコネクタ内

部で溶融・変形が発生し，これに伴い空隙部が増加しコネクタ内部でアーク（放電）

が発生する。このアーク（放電）が発生することによりコネクタの発熱が更に促進

された。 
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↓ 

【④ 当該コネクタの発熱の増大により発火】 
上記③により当該コネクタの発熱が増大することにより，最終的に当該コネクタ

が発火した。 

[添付資料－９] 

 

２－３．事象の原因 

本事象の直接原因は以下のとおりと推定する。 

①当該コネクタ接続時，当該コネクタ（プラグ側）を当該コネクタ（ソケット側）

に差し込みねじ込む際に，ゴム製の保護カバーのみが空回りしていたことに気

づかないまま，確実にねじ込み接続できたと誤認したことで，当該コネクタは

接続不足の状態となった。 

②当該コネクタの接続状態の誤認を防止する管理が不足していた。 

 

３．対策 

「２－３．事象の原因」を踏まえ，以下のとおり直接対策を行う。 

 ①溶接用ケーブルのコネクタ接続時のコネクタ保護カバーの空回りを防止するた

め，コネクタ保護カバーとケーブルをテーピング等により固定する運用とする。

また，コネクタの緩み防止の観点から，コネクタ（プラグ側）とコネクタ（ソケ

ット側）の保護カバー同士もテーピング等により固定する運用とする。 

②溶接用ケーブルのコネクタを接続する際には，誤認を防止する観点からコネクタ

部が確実に接続されていることを協力会社作業責任者及び原電所員が確認する

運用とする。なお，コネクタ脱着の際の接続不足のリスク抑制の観点から当該溶

接作業において実施していた日々の溶接用ケーブルの脱着作業は取りやめる※９

こととする。 
※９：従来から当所においては，溶接作業中断時の溶接機誤作動を確実に防止する観点から，溶接

機のスイッチ及び上流分電盤の開閉器を「切」とするとともに，溶接機制御用のケーブルを

切り離すことを要求している。この要求措置を実施することで日々の溶接用ケーブルのコネ

クタの脱着を実施しなくても溶接作業中断時の溶接機誤作動は確実に防止できる。 

 

４．その他講じた措置 

（１）概要 

２０２５年２月４日に発生した「東海第二発電所 中央制御室内制御盤における火災」

を踏まえた再発防止対策及び安全管理の徹底について取り纏めているなか，２０２５

年５月３０日に「東海第二発電所 原子炉建屋地下 1 階 溶接用ケーブル（接地線）

からの発火について」を発生させてしまったことから,安全を確認するため以下の対

応を行った。 

（２）内容 

１）事象発生以降,東海発電所及び東海第二発電所で行われている全現場作業※１０に

ついて，一時中断の措置を講じ,当該措置を以下の確認が取れるまで継続すること

とした。 
※１０：保安管理上，核物質防護上，安全確保上必要な作業等，発電所の運営管理に不可欠な作業及

び不安全な状態にある作業で，安全な状態へ維持する必要があるものは除く。 

２）確認内容については以下のとおりとする。 

①溶接作業（大電流が流れる仮設ケーブル作業）について 

今回の火災事象は，大電流の機器で発生した電気火災であることを踏まえ，Ｔ

ＩＧ溶接，プラズマ切断等，今回の火災事象同様に大電流を用いる作業について

は，今回の火災事象の直接原因が判明し，直接対策の実施状況を当社が現場で確

認するまで一時中断を継続とした。 

②その他作業の扱いについて 

今回の火災事象は，現時点で溶接の仮設資機材である接地線ケーブル同士を接
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続する接続金具の差し込み不足に起因していると推定しており，これは，使用者

の責務で行う仮設資機材の作業前点検を確実に実施することで防止できるもの

である。 

また，仮設資機材の作業前点検については作業前にリスクを抽出したチェック

シート※１１（以下，「当該チェックシート」という）でリスクの低減策として抽出

していることが多く，当該チェックシートで低減策として抽出した行為を確実に

実行することは，各作業のリスク低減に寄与する。 

このため，発電所で実施される全作業に対し仮設資機材の作業前点検及び当該

チェックシートで抽出されたリスク低減策の実施状況を以下のとおり確認する

まで一時中断を継続とした。 

・仮設資機材の作業前確認を行うチェックシート及び当該チェックシートを用い，

各現場において仮設資機材の作業前点検及びリスク低減策が確実に実施され

ていることを元請けも含めた協力会社にて確認し，その後当社と元請け会社に

て確認する。 

・上記のリスク低減策の確認にあたっては，これまでの火災，労働災害の事例を

改めて確認し，各現場において同様の事例が発生しない対策が取られているこ

とを元請けも含めた協力会社にて確認し，その後当社と元請け会社にて確認す

る。 
※１１：協力会社にて作成するもので，現場における潜在的な危険性や有害性を特定し，優先度を

設定した後，当社の確認を得るチェックシート。 

 

    なお，上記の安全を確認するためにとった対応を持続的に維持していくため，以

下を継続実施していく。 

・従来から実施している日々のＣＡＰ会議において，当日実施する作業のリスク

を抽出して確認し，相互に注意喚起・助言を実施しているがこれを継続する。 
・注意喚起・助言に加えて，リスクが高いと判断した件名について，発電所幹部

を含めた当社社員が協力会社の安全担当等とともに自ら現場に赴き，作業前リ

スクアセスメントシート，災害事例集等を用いて，安全について確認すること

を継続していく。 

 
５．今後実施していく原因究明や再発防止対策について 

今後，間接原因の追加検証や再発防止対策の検討を進め，その結果がまとまり次

第，本報告書「東海第二発電所 原子炉建屋地下 1 階 溶接用ケーブル（接地線）か

らの発火について」の第２報として報告する。 

また，東海第二発電所において火災事象が頻発したことを踏まえ，２０２５年２

月１４日に茨城県殿より「火災対策の徹底について（厳重注意）」，東海村殿より「安

全管理の徹底について（要請）」を受領し，これまで３月２８日に「東海第二発電

所 中央制御室火災を踏まえた再発防止対策及び安全管理の徹底について（初回報

告）」を茨城県殿，東海村殿へ提出した。 

    その後，当社として根本原因分析及びこれまでの火災防止対策に対する検証の二

つの評価プロセスをもとに，鋭意再発防止対策の検討を進めているところであるが，

この検討を進める中で，本火災事象が発生し，火災撲滅ができていないことから，

改めて何故火災を防止できなかったのか，これまでの取り組みに更なる不足がなか

ったか等の追加検証を含め，再発防止対策を取り纏めた上で報告する。 
 
６．環境への影響 
本事象に伴う人身災害の発生及び周辺環境への影響はなく，モニタリングポストの指

示値にも変動はなかった。 

［添付資料－１０］ 
 

以 上 
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添付資料－１ 

東海発電所・東海第二発電所構内配置図 

 

 

 

 

 

発生場所 
当該接地線 
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添付資料－２ 

事象の経緯 

 

日  時 事  象 

2025 年 5月 30 日
8 時 45 分頃 

当該溶接機の使用前点検（当該接地線を含む）を実施した後，溶

接作業を開始 

2025 年 5月 30 日
9 時 52 分頃 

近くで別の作業を行っていた協力会社社員が，当該接地線より発

火を確認 

直ちに簡易消火器および水噴霧器による初期消火を実施 

9 時 56 分 
（覚知時刻） 

当社中央制御室より公設消防へ通報 

10 時 7 分 茨城県に状況連絡 

10 時 10 分 
公設消防到着 

（消防車２台，指揮車１台，サイレン・赤色灯有） 

10 時 11 分 東海村に状況連絡 

10 時 13 分 自衛消防隊出動 

10 時 49 分 公設消防により鎮圧を確認 

11 時 23 分 公設消防により鎮火を確認 

12 時 55 分 
公設消防により，延焼の状況から 9 時 45 分頃に発火し，火災に

至ったと判断 
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溶接機接地線の全体配置

溶接機本体

ケーブルトレイ
サポート材

溶接機本体側
ケーブル
約0.3m

当該接地線
（延長用ケーブル側）

当該接地線
（溶接機本体側）

溶接機本体

当該接地線
（延長用ケーブル側）

当該接地線
（接地マグネット側）

ケーブルトレイ
サポート材

接地マグネット

添
付
資
料
－
３

（
１
／
２
）

接地マグネット
ケーブル 約0.9m

溶接用ケーブル
（アルゴンガスホース，溶接機信号線含む）

溶接用トーチ

溶接機本体側
ケーブル約0.3m

溶接用トーチ及び
溶接用ケーブル約4.5m

延長用ケーブル
約20ｍ

1
0



溶接機周りのケーブル配置

添
付
資
料
－
３

（
２
／
２
）

当該接地線
（延長用ケーブル側）

当該接地線
（溶接機本体側）

溶接用ケーブル

溶接用ケーブル
（溶接機信号線）

アルゴンガス
ホース

別作業用

溶接用ケーブル

別作業用
アルゴンガスホース

別作業用
溶接用ケーブル
（溶接機信号線） 別作業用

接地線

1
1



 

添
付
資
料
－
４
 

当日も作業前点検を実施していることを確認 

1
2



ケーブルトレイ

FＡ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

溶接用ケーブル（接地線）

火気養生エリア

Ｅ

当該溶接機から溶接場所
までの距離約20m

当該
溶接機

電源盤

5月30日 事象発生時の作業体制
Ａ（作業班長）：溶接作業
Ｂ（作業員） ：鋼材取付，磨き作業
Ｃ（作業員） ：鋼材取付，磨き作業
Ｄ（作業員） ：鋼材取付，磨き作業
Ｅ（作業員） ：火気監視人
Ｆ（作業員） ：近くで別の作業に従事

事象発生時の当該溶接に伴う協力会社社員配置（平面図）

添
付
資
料
－
５

（
１
／
２
）

【発見者】

1
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コネクタ

A B C D

E

作業用足場

ケーブルトレイ用
サポート材

Ａ（作業班長）：溶接作業
Ｂ（作業員） ：サポート材取付，磨き作業
Ｃ（作業員） ：サポート材取付，磨き作業
Ｄ（作業員） ：サポート材取付，磨き作業
Ｅ（作業員） ：火気監視人
Ｆ（作業員） ：近くで別の作業に従事

火気養生エリア

溶接機
【発見者】F

コネクタ
【発災箇所】

添
付
資
料
－
５

（
２
／
２
）

事象発生時の当該溶接に伴う協力会社社員配置（立面図）

溶接用ケーブル（接地線）1
4



添付資料－６ 

別紙１ 

電源盤の点検結果 

目的 
溶接機に電源を供給する電源盤について外観点検を実施し，破損，変形等
の異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３０日 

確認内容 
溶接機に電源を供給する電源盤について，目視により異常が無いことを確
認する。 

確認結果 

溶接機に電源を供給する電源盤について外観点検を実施し，破損，変形等

の異常が無いことを確認した。また，溶接機に電源を供給する漏電しゃ断

器を確認したところ，漏電しゃ断器が動作していないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
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添付資料－６ 

別紙２ 

溶接機の点検結果 

目的 溶接機の外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 溶接機本体の外観点検を行い，破損，変形等の有無を確認する。 

確認結果 

溶接機について外観点検を実施し，溶接機本体に破損，変形等の異常が

無いことを確認した。また，事象発生当日の８時４５分頃から溶接機を

使用してケーブルトレイサポートの溶接作業を実施しており，問題なく

溶接作業が出来ていたことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接機本体 

溶接機操作部 
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添付資料－６ 

別紙３（１／５） 

当該接地線のうち①当該コネクタの点検結果 

目的 ①当該コネクタの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 ① 当該コネクタについて，目視にて焼損や損傷等の有無を確認する。 

確認結果 

 

 

 

 

 

 

 

発火が確認された当該コネクタについて外観点検を実施した結果，当該

コネクタの溶接機側（ソケット側）及び延長用ケーブル側（プラグ側）

共に著しく焼損していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接機側（ソケット側）コネクタ 

延長用ケーブル側（プラグ側）コネクタ 
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添付資料－６ 

別紙３（２／５） 

当該接地線のうち②溶接機本体側ケーブルの点検結果 

目的 ②溶接機本体側ケーブルの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 
②溶接機本体側ケーブルについて，目視にて被覆の損傷等の有無を確認す
る。 

確認結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
当該接地線のうち，溶接機本体側ケーブルについて外観を確認した結果，

ケーブル被覆の焼損や損傷等の異常が無いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接機本体側 
ケーブル 
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添付資料－６ 

別紙３（３／５） 

当該接地線のうち③延長用ケーブルの点検結果 

目的 ③延長用ケーブルの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 ③延長用ケーブルについて，目視にて被覆の損傷等の有無を確認する。 

確認結果 

 
 
 
 
 
 
 
当該接地線のうち，延長用ケーブルの外観を確認した結果，当該コネクタ

近傍のケーブル被覆が焼損していることを確認した。焼損は当該コネクタ

カバーから約１０ｃｍの範囲で発生しており，当該コネクタカバーで保護

されている部分に焼損が見られないことから，外部からの熱により焼損し

たものであることを確認した。その他の箇所については，ケーブル被覆の

損傷等異常が無いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

約１０ｃｍの範囲で焼損を確認

ケーブルから外したコネクタカバー

カバー内にあったケーブル被覆は焼損なし 

その他異常無し 
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添付資料－６ 

別紙３（４／５） 

当該接地線のうち④接地マグネット側コネクタの点検結果 

目的 
④接地マグネット側コネクタの外観点検を実施し，異常の有無を確認す
る。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 
④接地マグネット側コネクタについて，目視にて焼損や損傷等の有無を確
認する。 

確認結果 

 

 

 

 

 

 

 

接地マグネット側コネクタの外観点検を実施した結果，コネクタの焼損や

損傷等異常が無いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
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添付資料－６ 

別紙３（５／５） 

当該接地線のうち⑤接地マグネット及びケーブルの点検結果 

目的 
⑤接地マグネット及びケーブルの外観点検を実施し，異常の有無を確認す
る。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 
⑤接地マグネット及びケーブルについて，目視にて破損，被覆の損傷等の
有無を確認する。 

確認結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
当該接地線のうち，接地マグネット及びケーブルの外観点検を実施した

結果，接地マグネット及びケーブル被覆の焼損や損傷等異常が無いこと

を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
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添付資料－６ 

別紙４（１／５） 

当該溶接用ケーブルのうち①溶接機本体側ケーブルの点検結果 

目的 
① 溶接機本体側ケーブル（アルゴンガスホース，溶接機信号線）の外観点
検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 ① 本体側ケーブルについて，目視にて被覆の損傷等の有無を確認する。

確認結果 

 
 
 
 
 
 
 
当該溶接用ケーブルのうち，溶接機本体側ケーブル（アルゴンガスホー

ス，溶接機信号線含む）の外観を確認した結果，ケーブル被覆の焼損や

損傷等異常が無いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接機本体側 
ケーブル 

アルゴンガス 
ホース 

溶接機 
信号線 
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添付資料－６ 

別紙４（２／５） 

当該溶接用ケーブルのうち②溶接機本体側コネクタの点検結果 

目的 ②溶接機本体側コネクタの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 
②溶接機本体側コネクタについて，目視にて焼損や損傷等の有無を確認す

る。 

確認結果 

 

 

 

 

 

 

当該溶接用ケーブルのうち，溶接機本体側ケーブルと延長用ケーブルの

コネクタの外観点検を実施した結果，コネクタの焼損や損傷等異常が無

いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接機本体側コネクタ
(溶接機信号線) 

溶接機本体側コネクタ
(溶接用ケーブル) 

溶接機本体側コネクタ
(アルゴンガスホース) 
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添付資料－６ 

別紙４（３／５） 

当該溶接用ケーブルのうち③延長用ケーブルの点検結果 

目的 ③延長用ケーブルの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 ③延長用ケーブルについて，目視にて被覆の損傷等の有無を確認する。 

確認結果 

 

 

 

 

 

 

 

当該溶接用ケーブルのうち，延長用ケーブルの外観を確認した結果，溶

接機側コネクタ近傍のケーブル被覆が焼損していることを確認した。焼

損は約コネクタカバーから約１０ｃｍの範囲で発生しており，カバーで

保護されている部分に焼損が見られないことから，外部からの熱により

焼損したものであることを確認した。その他の箇所については，ケーブ

ル被覆の損傷等異常が無いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶接機本体側コネクタ近傍のケーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の箇所 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接機本体側ケーブル 

アルゴンガスホース

溶接機 
信号線 

溶接機本体側ケーブル 
焼損箇所 

溶接機信号線
焼損箇所 

アルゴンガス 

ホース 

焼損箇所 
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添付資料－６ 

別紙４（４／５） 

当該溶接用ケーブルのうち④溶接用トーチ側コネクタの点検結果 

目的 ④溶接用トーチ側コネクタの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 
④溶接用トーチ側コネクタについて，目視にて焼損や損傷等の有無を確認
する。 

確認結果 

 
 
 
 
 
 
延長用ケーブルと溶接用トーチのコネクタの外観点検を実施した結果，

焼損や損傷等異常が無いことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 － 

 

溶接用トーチ側ケーブルコネクタ

アルゴンガスホースコネクタ

溶接機信号線コネクタ

ケーブル側 

ケーブル側

ケーブル側 トーチ側

トーチ側

トーチ側
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添付資料－６ 

別紙４（５／５） 

当該溶接用ケーブルのうち⑤溶接用トーチ及び溶接用ケーブルの点検結果 

目的 
⑤溶接用トーチ及び溶接用ケーブルの外観点検を実施し，異常の有無を確
認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 
⑤溶接用トーチ及び溶接用ケーブルについて，目視にて被覆の損傷等の有
無を確認する。 

確認結果 

 
 
 
 
 
 
 
溶接用トーチ及び溶接用ケーブル※（アルゴンガスホース，溶接機信号線

含む）について外観を確認した結果，溶接トーチの破損，ケーブル被覆

の損傷等異常が無いことを確認した。 
※溶接用トーチ手前のケーブルは，溶接用ケーブル及びアルゴンガスホースが 1本と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

溶接用ケーブル
及び 

アルゴンガス 
ホース 

溶接機 
信号線 

溶接用 
トーチ 
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添付資料－６ 

別紙５ 

別作業用ケーブルの点検結果 

目的 別作業用ケーブルの外観点検を実施し，異常の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 別作業用ケーブルについて，目視にて被覆の損傷等の有無を確認する。 

確認結果 

当該コネクタ近傍には別の作業場所で溶接を実施する際に当該溶接作業

に使用していた溶接機に接続する別作業用のケーブル（事象発生当時は未

使用）が仮置きされていた。このケーブルの外観点検を実施した結果，当

該コネクタ近傍部については外部からの熱による影響と思われるケーブ

ル被覆の焼損があることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

別作業用 
溶接用ケーブル 

別作業用 
接地線 

別作業用 
アルゴンガスホース

別作業用 
溶接機信号線 
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 溶接用ケーブル（接地線）コネクタの確認　要因分析図

評価 添付資料

経年劣化

当該コネクタの経年劣化により，当該コネクタ被覆部が劣化し絶縁性能の低下による地絡，または当該コネクタ接触部
の接触抵抗の増加による発熱により発火に至る可能性が否定できない。このため，当該コネクタの点検状況及び使用状
況を確認したところ，２０２５年４月２４日にコネクタの点検を実施していること，また当該コネクタ（プラグ側）を新品に交換
し使用していることを確認したことから，当該コネクタの経年劣化が要因となる可能性は考え難い。

× ―

過電流

溶接機本体回路の故障により，当該コネクタの許容電流以上の電流が流れた場合，異常発熱等により発火に至る可能
性が否定できない。このため，溶接機の機能確認を実施したところ，ダイヤル設定電流と同等な電流が出力され異常が
ないこと及び溶接機本体の過電流保護用のＮＦＢ（ノーヒューズブレーカー）が動作していないことを確認したことから，当
該コネクタへの過電流が要因となる可能性は考え難い。

× 別紙７

塵埃等異物の混入
当該コネクタに異物等が混入した場合，絶縁性能の低下による地絡，または当該コネクタ接触部の接触抵抗の増加によ
る発熱により発火に至る可能性が否定できない。このため，周辺環境を確認した結果，火災による焼損跡以外に有意な
塵埃等の蓄積は確認されなかったことから，当該コネクタへの塵埃等異物の混入が要因となる可能性は考え難い。

× ―

過電圧

溶接機本体への供給電圧が高い場合，当該溶接機が異常動作によりコネクタ部が発熱し，発火に至る可能性が否定で
きない。このため，溶接機への供給電圧を確認したところ，定格電圧に対して基準値内であることを確認した。また，溶接
機本体の過電圧検出器が動作（過電圧を検知した場合赤ランプ点灯）した場合溶接機が停止するが，事象発生まで問
題なく溶接作業ができていたことを確認した。さらに，火災が発生した２０２５年５月３０日時点においても中央制御室内の
監視にて発電所内での異常な電圧変動は確認されていないことから，当該コネクタへの過電圧が要因となる可能性は考
え難い。

× 別紙６

当該コネクタの外
的要因

湿分の混入

当該コネクタに湿分が混入した場合，絶縁不良による地絡が発生し，発火に至る可能性が否定できない。このため，周
辺環境を確認した結果，湿度の高い環境下ではないこと，また発火箇所の床面に設置されているブリキ板養生部を確認
したところ，地絡による変色痕，溶融痕は確認されなかったことから，当該コネクタへの湿分混入が要因となる可能性は
考え難い。

× 別紙５

製造不良

当該コネクタの製造不良がある場合，使用時に異常をきたし発火に至る可能性が否定できない。このため，当該コネクタ
（プラグ側）の使用履歴を確認したところ，２０２５年４月２４日に交換して以降，使用を開始した２０２５年５月９日から事象
発生当日までの間に，当該ケーブルを使用しての溶接作業を１０日実施しており，異常無く作業が実施できていることを
確認したことから，当該コネクタの製造不良が要因となる可能性は考え難い。

× 別紙３

仕様選定不備

溶接機の使用電流に対して，当該コネクタの許容電流が不足している等仕様選定に不備がある場合，異常発熱等によ
り使用時に異常をきたし発火に至る可能性が否定できない。このため，当該コネクタの許容電流を確認した結果３００Ａ
であり，使用していた溶接機の最大電流３００Ａ（事象発生時は１７０Ａに設定して使用）を満足していることを確認したこと
から，当該コネクタの仕様選定不備が要因となる可能性は考え難い。

× 別紙４

○ 別紙１

絶縁不良
当該コネクタの被覆部に絶縁不良がある場合，地絡が発生し発火に至る可能性がある。このため，発火箇所の床面に
設置されているブリキ板養生部を確認したところ，地絡による変色痕，溶融痕は確認されなかったことから，当該コネクタ
の絶縁不良が要因となる可能性は考え難い。

× 別紙２

事象 要因１ 要因２ 調査内容・結果

溶接用ケーブル
（接地線）コネクタ
からの発火

当該コネクタの物
的要因

当該コネクタの接続不足

当該コネクタは，当該コネクタ（プラグ側）を当該コネクタ（ソケット側）に差し込み，更にねじ込んで締め付ける構造である
が，差し込み不足・締め付け不足等により接続不足があると，接触抵抗の増加により発熱・発火に至る可能性が否定で
きない。このため，当該コネクタの目視確認をしたところ，当該コネクタ　（プラグ側）は，差し込み部全体が黒色に変色し
ており，特に先端部（プラグ側ネジ部：約２ｃｍ）は熱により変形・溶融していることを確認した。また，当該コネクタ（ソケッ
ト側）は，先端部（約２ｃｍ）のみが変色しており，一部欠損箇所があることを確認した。更に当該コネクタ（ソケット側）の
内部状況を確認するため，半割に切断し確認したところ，正規の位置までねじ込んだ場合に当該コネクタ（プラグ側）先
端部（プラグ側ネジ部）に接触するソケット側ネジ部に変形・溶融等の異常が認められなかった。以上より当該コネクタの
接続不足により接触抵抗が増加し，発熱・発火に至った可能性が高い。

添
付
資
料
－
７

2
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添付資料－７ 

 

当該コネクタの接続不良確認結果 

目的 当該コネクタ部の詳細点検を実施し，接続不良の有無を確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 当該コネクタ部（プラグ側・ソケット側）について，目視確認を実施する。

確認結果 

当該コネクタの目視確認をしたところ，当該コネクタ （プラグ側）は，

差し込み部全体が黒色に変色しており，特に先端部（プラグ側ネジ部：約

２ｃｍ）は熱により変形・溶融していることを確認した。また，当該コネ

クタ（ソケット側）は，先端部（約２ｃｍ）のみが変色しており，一部欠

損箇所があることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラグ側 

新品 

焼損品 

新品 

焼損品 

ソケット側 

先端部に変形・溶融痕を確認 

差し込み部全体が黒色に変色 

先端部（約２ｃｍ）が変色 

欠損箇所を確認 

別紙１（１／２）
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添付資料－７ 

 

当該コネクタ（ソケット側）の内部状況を確認するため，半割に切断し確

認したところ，正規の位置までねじ込んだ場合に当該コネクタ（プラグ側）

先端部（プラグ側ネジ部）に接触するソケット側ネジ部に変形・溶融等の

異常が認められなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

事象発生時の想定位置

焼損が著しい範囲（オス側） 

別紙１（２／２）

ソケット側ネジ部は変形・溶融等の異常は認められなかった 
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添付資料－７ 

別紙２ 

絶縁不良確認結果 

目的 
当該コネクタの絶縁不良がないか確認を行い，絶縁不良が本事象の要因と
なるか確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 当該コネクタの床面での地絡痕の確認を行う。 

確認結果 

発火箇所の床面に設置されているブリキ板養生部を確認したところ，地絡

による変色痕，溶融痕は確認されなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

床面確認後 

床面確認前 
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添付資料－７ 

別紙３ 

製造不良確認結果 

目的 
当該コネクタの製造記録及び使用状況を確認し，製造不良が本事象の要因
となるか確認する。 

確認日 ２０２５年５月３０日 

確認内容 当該コネクタの製造記録及び使用状況の確認を行う。 

確認結果 

当該コネクタ（プラグ側）の使用履歴を確認したところ，２０２５年４

月２４日に交換して以降，使用を開始した２０２５年５月９日から事象

発生当日までの間に，当該ケーブルを使用しての溶接作業を１０日実施

しており，異常無く作業が実施できていることを確認した。 

 

 

 

備考 
 
－ 
 

 

←事象発生当日

溶接作業実施日

（１０日間） 

使用状況 
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添付資料－７ 

別紙４ 

仕様選定不備確認結果 

目的 
当該溶接機の出力電圧，出力電流に対して，当該コネクタの定格電圧，定
格電流が不足している等仕様選定不備がないか確認を行い，仕様選定不備
が本事象の要因となるか確認する。 

確認日 ２０２５年６月２日 

確認内容 
当該溶接機の定格出力電圧，定格出力電流に対して，当該コネクタの定格
通電電圧，定格通電電流が満足している事を確認する。 

確認結果 

当該コネクタの定格通電電圧，定格通電電流を確認した結果，定格通電電

圧８５Ｖ，定格通電電流３００Ａであり，当該溶接機の定格出力電圧２０

Ｖ，定格出力電流３００Ａ（事象発生時は１７０Ａに設定して使用）を満

足していることを確認した。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

当該溶接機仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該コネクタ仕様 

 

 

 

備考 
 
－ 
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添付資料－７ 

別紙５ 

湿分の混入確認結果 

目的 
当該コネクタに湿分の混入がないか確認を行い，湿分の混入が本事象の要
因となるか確認する。 

確認日 ２０２５年５月３１日 

確認内容 当該コネクタの環境状況及び被水した痕跡がないか確認を行う。 

確認結果 

周辺環境を確認した結果，湿度の高い環境下ではないこと，また発火箇所

の床面に設置されているブリキ板養生部を確認したところ，地絡による変

色痕，溶融痕は確認されなかった。 
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床面確認後 
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添付資料－７ 

別紙６ 

過電圧確認結果 

目的 
当該溶接機の上流側の電源について電圧測定を行い，異常の有無を確認す
る。 

確認日 ２０２５年５月３０日 

確認内容 
溶接機の上流側の電源盤にて，溶接機への供給電圧が定格電圧（２００Ｖ）
に対して基準値内であることを確認する。 

確認結果 

溶接機本体への供給電圧が高い場合，当該溶接機が異常動作によりコネ

クタ部が発熱し，発火に至る可能性が否定できない。このため，溶接機へ

の供給電圧を確認したところ，定格電圧に対して基準値内であることを

確認した。また，溶接機本体の過電圧検出器が動作（過電圧を検知した場

合赤ランプ点灯）した場合溶接機が停止するが，事象発生まで問題なく溶

接作業ができていたことを確認した。さらに，火災が発生した２０２５年

５月 ３０日時点においても中央制御室内の監視にて発電所内での異常

な電圧変動は確認されていない。 

 

溶接機供給電圧測定結果 

対象 測定相 電圧値 判定基準 結果 備考

工事用分電盤 

CKT.B  

R-S 206.8V 

180V～242V 

良 － 

S-T 207.9V 良 － 

T-R 207.5V 良 － 

使用測定器：デジタルマルチメータ 

（型式：DT4223 校正有効期限：2027 年 5 月 12 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溶接機供給電圧測定状況 

 

備考 － 
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添付資料－７ 

別紙７ 

過電流確認結果 

目的 
当該溶接機本体について機能確認を行い，溶接機本体回路の故障が発生し
ていないことを確認する。 

確認日 ２０２５年６月３日 

確認内容 
溶接機使用時の出力電流が，各ダイヤル設定電流に対して同等な電流値で
出力されること及び溶接機本体の過電流保護用のＮＦＢの動作状況を確
認する。 

確認結果 

溶接機の機能確認を実施したところ，ダイヤル設定電流と同等な電流が

出力され異常がないこと及び溶接機本体の過電流保護用のＮＦＢ

（ノーヒューズブレーカー）が動作していないことを確認した。 

 

溶接機出力電流測定結果 

ダイヤル設定電流 電流値 結果 備考 

100A 100.7A 良 － 

170A 170.6A 良 － 

250A 251.5A 良 － 

使用測定器：クランプメータ 

（型式：B5A538 校正有効期限：2027 年 4月 17 日） 
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溶接機出力電流測定状況 
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ゴム製の保護カバーを軽く握ってねじ込んだ
場合，保護カバーのみが空回りしコネクタ導
通部は回転しない場合があることが分かった。
このため，コネクタのプラグ側ネジ部がソ
ケット側ネジ部に接触しない接続不足の状態
のままとなった。

ゴム製の保護カバーを強く握ってねじ込んだ
場合，コネクタ導通部も一緒に回転し空回り
が発生せずねじ込まれることを確認した。

今回の状況

正常な接続状態

ねじ込まれず接続不足の状態

保護カバーのみが空回り

当該コネクタの接続不足再現確認
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事象発生のメカニズム

【通常の状態】

コネクタ接続時はコネクタ（プラグ側）をコネ
クタ（ソケット側）に差し込んだ後にねじ込む

①当該コネクタ接続不足の発生

プラグ側ソケット側

【事象発生時の状態】

差し込みねじ込む際に，ゴム製の保護カバーの
みが空回りして当該コネクタのプラグ側ネジ部
がソケット側ネジ部に接触しない接続不足の状
態が発生

②溶接作業に伴う当該コネクタ内部での発熱発生 当該コネクタに接続不足が生じたまま，溶接作
業を実施したことで，接触抵抗が増大した状態
での通電となり，当該コネクタ内部が発熱した

③当該コネクタ内部の発熱によるコネクタ内部の溶融・変形の発生

④当該コネクタの発熱の増大により発火

当該コネクタ内部での発熱状態が継続すること
によりコネクタ内部で溶融・変形が発生し，こ
れに伴い空隙部が増加しコネクタ内部でアーク
（放電）が発生する。このアーク（放電）が発
生することによりコネクタの発熱が更に促進さ
れた

当該コネクタの発熱が増大することにより，
最終的に当該コネクタが発火した
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